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令和８年度社会教育関係団体に対する補助金の交付に関する意見聴取について 

 

 

１ 趣旨 

地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじ

め、教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聴いて行わなければならない、とされてい

ます（社会教育法第１３条）。 

これは、本来、自由で自主的な活動を行う社会教育関係団体に対し行政が補助金を支出

することによって、団体に対して不当な統制的支配や事業の干渉が加えられることがない

よう、社会教育委員が行政をチェックする役割を担っているということです。 

したがって、令和８年度に交付を予定している補助金について（制度の適正運用につい

て）、社会教育委員会議にて、委員のみなさまの意見を伺わせていただくものです。 

 

 

２ 根拠法令 

  社会教育法 

  （国及び地方公共団体との関係） 

第十二条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、

不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。 

（審議会等への諮問） 

第十三条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場 

合には、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が審議会等（国家行政組織法（昭和二 

十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。第五十一条第三項において同じ。） 

で政令で定めるものの、地方公共団体にあっては教育委員会が社会教育委員の会議（社 

会教育委員が置かれていない場合には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助 

金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関）の意見を聴いて行 

わなければならない。 
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３ 社会教育関係団体に対する補助金交付予定について 

 （１）子ども大学ふじみ開催補助金【生涯学習課】 

 （２）人権教育推進事業補助金【生涯学習課】 

 （３）市民人材バンク推進事業補助金【生涯学習課】 

 （４）子ども会育成会活動費補助金【生涯学習課】 

 （５）青少年相談員協議会活動費補助金【生涯学習課】 

 （６）青少年育成市民会議活動費補助金【生涯学習課】 

 （７）青少年育成推進員の会活動費補助金【生涯学習課】 

 （８）富士見市文化財保存団体連絡協議会補助金【生涯学習課】 

（９）市民大学開設事業補助金【鶴瀬公民館】 

（１０）子どもフェスティバル開催事業補助金【鶴瀬公民館】 

（１１）水子貝塚星空シアター補助金【水子貝塚資料館】 

（１２）公園活用推進事業補助金【難波田城資料館】 

 

（１）子ども大学ふじみ開催補助金【生涯学習課】 

交付目的 子どもの学ぶ力や生きる力の育成と、大学や市民団体等との連携に

より地域の教育力の向上を図るため、子ども大学☆ふじみを実施す

るにあたり実行委員会に対し補助金を交付する。 

交付先 富士見市子ども大学ふじみ実行委員会 

交付の根拠となる

法令・条例・要綱等 

富士見市子ども大学ふじみ開催事業補助金交付要綱 

交付予定金額 340,000円 

補助対象事業 富士見市子ども大学ふじみの開催及び運営に関する事業 

補助対象経費 報償費 講師謝礼、事業協力者謝礼、出演料 

旅費 交通費 

消耗品費 事務用品代、紙代 

食糧費 お茶代 

印刷製本費 チラシ、ポスター、冊子等の印刷・製本費 

役務費 郵便料金、保険料 

使用料・賃借料 会場使用料、駐車場使用料、コピー代 

その他これら

に類する経費 

補助対象事業の実施上必要な経費で、社会通念上適

切であると認められるもの 

参考 

交付実績 令和 7年度 340,000円（未確定）、令和 6年度 340,000円（確定） 

取組実績 令和 6年度：全 8回の講義（オプション講義含む）を行い、学校では

習わない学びや体験を提供することで、子どもたちの知的好奇心の

醸成に努めた。 
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（２）人権教育推進事業補助金【生涯学習課】 

交付目的 人権教育を推進することを目的として組織する富士見市人権教育推

進協議会に対し、補助金を交付する。 

交付先 富士見市人権教育推進協議会 

交付予定金額 300,000円  

交付の根拠となる

法令・条例・要綱等 

富士見市人権教育推進事業補助金交付要綱 

補助対象事業 （1）人権教育の普及及び啓発に関する事業 

（2）協議会委員の資質向上に関する事業 

（3）その他目的を達成するために必要な事業 

補助対象経費 報償費 講師謝礼、事業協力者謝礼、出演料 

旅費 交通費 

消耗品費 事務用品代、紙代 

食糧費 お茶代 

印刷製本費 チラシ、ポスター、冊子等の印刷・製本費用 

役務費 郵便料金、保険料、手数料 

使用料及び賃

借料 

会場使用料、バス借上料 

その他これら

に類する経費 

補助対象事業の実施上必要な経費で、社会通念上適

切であると認められるもの 

参考 

交付実績 令和 7年度 300,000円（未確定）、令和 6年度 279,811円（確定） 

交付の成果 令和 6 年度：人権教育の啓発グッズの配布等により、市民が人権に

関する理解を深め、差別解消などの人権擁護意識の向上につながっ

た。 

 

（３）市民人材バンク推進事業補助金【生涯学習課】 

交付目的 多様で豊かな地域社会を築いていくことを目的として市民の学び合

いや支え合いを支援するため活動する富士見市市民人材バンク推進

員の会に対し、補助金を交付する。 

交付先 富士見市市民人材バンク推進員の会 

交付の根拠となる

法令・条例・要綱等 

富士見市市民人材バンク推進員の会補助金交付要綱 

交付予定金額 80,000円 

補助対象事業 （1）富士見市市民人材バンクの活用を促進するための普及事業 

（2）登録者相互の交流を通じた資質向上を図るための事業 

（3）その他目的を達成するために必要な事業 
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補助対象経費 報償費 講師謝礼、事業協力者謝礼、出演料 

旅費 交通費 

消耗品費 事務用品代、紙代 

食糧費 お茶代、１日単位又は午前から午後にわたり開催し

なければならない事業に従事するボランティアや

講師の弁当代 

印刷製本費 チラシ、ポスター、冊子等の印刷・製本費 

役務費 郵便料金 

使用料・賃借料 会場使用料、駐車場使用料、コピー代 

その他これに

類する経費 

補助対象事業の実施上必要な経費で、社会通念上適

切であると認められるもの 

参考 

交付実績 令和 7年度 80,000円（未確定）、令和 6年度 80,000円（確定） 

交付の成果 令和 6 年度：富士見市市民人材バンク制度における登録未活用者を

登用したモデル事業の開催や、広報紙の発行等、制度の推進に寄与し

た。 

 

（４）子ども会育成会活動費補助金【生涯学習課】 

交付目的 健全な青少年の育成を図ることを目的とした活動を行う子ども会育

成会及び子ども会育成会連合会に対し、補助金を交付する 

交付先 勝瀬子ども会育成会 他 37団体 

交付の根拠となる

法令・条例・要綱等 

富士見市子ども会育成会等補助金交付要綱 

交付予定金額 933,900円 

※300円×3,113人 

補助対象事業 

 

（1）子どものスポーツ活動又はレクリエーション活動に関する事業 

（2）子どもの創作活動に関する事業 

（3）子ども会活動の指導者を育成するための研修会に関する事業 

（4）広報活動及び各子ども会育成会の情報交換に関する事業 

（5）青少年関係機関その他の団体と連携して行う事業 

補助対象経費 報償費 講師謝礼、出演料等 

旅費 交通費 

消耗品費 事務用品代、紙代 

食糧費 お茶代、事業に用いる菓子代 

印刷製本費 チラシ、ポスター、冊子等の印刷・製本費用 

賄材料費 調理を伴う事業の食材費 
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役務費 郵便代金、切手代、保険料、手数料 

使用料 施設使用料、車両借上料、コピー代 

原材料費 木材費等 

その他これら

に類する経費 

補助対象事業の実施上必要な経費で、社会通念上適

切であると認められるもの 

参考 

交付実績 令和 7年度 883,200円（未確定）、令和 6年度 923,100円（確定） 

交付の成果 令和 6 年度：子ども会育成会の事業が行われることにより、子ども

の健全育成を図ることができた。 

 

（５）青少年相談員協議会活動費補助金【生涯学習課】 

交付目的 埼玉県知事が委嘱した青少年相談員の協議会に対し、活動費の補助

を行うことにより、円滑な活動を促す。 

交付先 富士見市青少年相談員協議会 

交付の根拠となる

法令・条例・要綱等 

富士見市青少年相談員協議会補助金交付要綱 

交付予定金額 100,000円 

補助対象事業 （1）青少年を対象とした体験、交流、学習又は相談に関する事業 

（2）青少年相談員の情報交換及び資質向上に関する事業 

（3）青少年健全育成のための啓発及び広報に関する事業 

（4）その他目的を達成するために必要な事業 

補助対象経費 旅費 交通費 

消耗品費 事務用品代、紙代 

食糧費 お茶代、事業に用いる菓子代（参加者が負担すべき

費用を除く。） 

賄材料費 調理を伴う事業の食材費（参加者が負担すべき費用

を除く。） 

役務費 郵便料金、保険料、手数料 

使用料 施設使用料、車両借上料、コピー代 

原材料費 木材費等 

その他これら

に類する経費 

補助対象事業の実施上必要な経費で、社会通念上適

切であると認められるもの 

参考 

交付実績 令和 7年度 100,000円（未確定）、令和 6年度 29,144円（確定） 

交付の成果 令和 6 年度：8 月と 12 月にイベント、2 月に遠足を開催した。参加

者はそれぞれ 17 名、17 名、16 名集まり、青少年相談員の存在意義
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を再認識できた。 

 

（６）青少年育成市民会議活動費補助金【生涯学習課】 

交付目的 青少年が健全に育成される環境づくりを目的とした、富士見市青少

年育成市民会議の活動へ補助を行うことにより、円滑な活動を促す。 

交付先 富士見市青少年育成市民会議 

交付の根拠となる

法令・条例・要綱等 

富士見市青少年育成市民会議補助金交付要綱 

交付予定金額 900,000円 

補助対象事業 （1）非行防止及び環境浄化に関する事業 

（2）青少年又は保護者を対象とした体験、交流又は学習に関する事

業 

（3）青少年健全育成のための啓発及び広報に関する事業 

（4）いじめ防止対策に関する事業 

（5）その他目的を達成するために必要な事業 

補助対象経費 報償費 講師謝礼、出演料等 

旅費 交通費 

消耗品費 事務用品代、紙代 

食糧費 お茶代 

印刷製本費 チラシ、ポスター、冊子等の印刷代 

賄材料費 調理を伴う事業の食材費（参加者が負担すべき費用

を除く。） 

役務費 郵便料金、保険料、手数料 

使用料 施設使用料、車両借上料、コピー代 

その他これら

に類する経費 

補助対象事業の実施上必要な経費で、社会通念上適

切であると認められるもの 

参考 

交付実績 令和 7年度 900,000円（未確定）、令和 6年度 0円（未申請） 

交付の成果 令和 5 年度：青少年健全育成市民大会や中学生の主張大会を開催す

ることにより、青少年の社会参加と意識啓発、市民の青少年に対する

理解を深める機会を提供することができた。また各支部において、夏

休みの宿題教室などの地域にあわせた活動を行うことで、子どもた

ちの郷土愛を育むとともに、地域全体で青少年の健全育成に取り組

むという機運を醸成することができた。 

 

（７）青少年育成推進員の会活動費補助金【生涯学習課】 

交付目的 青少年育成埼玉県民会議会長が委嘱した青少年育成推進員の会に対
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し、活動費の補助を行うことにより、円滑な活動を促す。 

交付先 富士見市青少年育成推進員の会 

交付の根拠となる

法令・条例・要綱等 

富士見市青少年育成推進員の会補助金交付要綱 

交付予定金額 120,000円 

補助対象事業 （1）家庭を健全にするための活動に関する事業 

（2）青少年育成県民運動の推進に関する事業 

（3）非行防止の啓発及び環境浄化に関する事業 

（4）青少年育成推進員の連携強化及び資質向上に関する事業 

（5）その他目的を達成するために必要な事業 

補助対象経費 旅費 交通費 

消耗品費 事務用品代、紙代 

食糧費 お茶代 

印刷製本費 チラシ、ポスター、冊子等の印刷代 

役務費 郵便料金、手数料 

使用料 施設使用料、コピー代 

その他これら

に類する経費 

補助対象事業の実施上必要な経費で、社会通念上適

切であると認められるもの 

参考 

交付実績 令和 7年度 120,000円（未確定）、令和 6年度 120,000円（確定） 

交付の成果 令和 6年度：「家庭の日」ポスターコンクールを開催する事で、子ど

も達の家族愛の心を養い、より良い家庭環境づくりについて市民が

一緒に考える機会とし、青少年健全育成推進に寄与することができ

た。 

 

（８）富士見市文化財保存団体連絡協議会補助金【生涯学習課】 

交付目的 市内に所在する市指定文化財である民俗芸能の保存団体に対して補

助金を交付し、郷土芸能の保存、継承、後継者の育成に努め、市民文

化の向上に資する。 

交付先 富士見市文化財保存団体連絡協議会（7団体） 

交付の根拠となる

法令・条例・要綱等 

・富士見市文化財の保存及び活用に関する条例 

・富士見市文化財保存事業補助金交付要綱 

交付予定金額 200,000円 

補助対象事業 文化財の管理、修繕、復旧、公開又は調査に関する事業 

補助対象経費 旅費 交通費 

消耗品費 事務用品代、練習用消耗品代 

食糧費 お茶代 
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役務費 クリーニング代 

使用料 会場使用料 

工事請負費 市指定有形文化財（建造物に限る。）に係る工事費

用 

備品購入費 小道具代、練習用物品代 

その他これら

に類する経費 

補助対象事業の実施上必要な経費で、社会通念上適

切であると認められるもの 

参考 

交付実績 令和 7年度 200,000円（未確定）、令和 6年度 190,000円（確定） 

交付の成果 令和 6年度：囃子保存団体 1団体で道具の修繕を行った。保存団体 5

団体で、後継者育成を行った。 

 

（９）市民大学開設事業補助金【鶴瀬公民館】 

交付目的 市民誰もが豊かな生活を築くための学習機会を提供することを目的

として活動する特定非営利活動法人富士見市民大学に対し、補助金

を交付する 

交付先 特定非営利活動法人富士見市民大学 

交付の根拠となる

法令・条例・要綱等 

富士見市民大学開設事業補助金交付要綱 

交付予定金額 1,100,000円 

補助対象事業 （1）富士見市民大学の講座開設に関する事業 

（2）郷土富士見検定の実施に関する事業 

補助対象経費 報償費 講師謝礼、デザイン・データ入力等アドバイザー謝

礼 

旅費 交通費 

消耗品費 事務用品代、紙代、看板材料代 

食糧費 お茶代（講師用） 

印刷製本費 リーフレット、問題集等の印刷代 

役務費 郵便料金、保険料 

原材料費 原材料費 

その他これら

に類する経費 

補助対象事業の実施上必要な経費で、社会通念上適

切であると認められるもの 

参考 

交付実績 令和 7年度 1,100,000円（未確定）、令和 6年度 1,100,000円（確定） 

交付の成果 
令和６年度：市民一人ひとりが身近な場所でニーズに応じた知識や

教養を得られるよう、５講座と６回の公開講演会を開講した。 
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（１０）子どもフェスティバル開催事業補助金【鶴瀬公民館】 

交付目的 富士見市子どもフェスティバルを開催するために組織する富士見市

子どもフェスティバル実行委員会に対し、補助金を交付する 

交付先 富士見市子どもフェスティバル実行委員会 

交付の根拠となる

法令・条例・要綱等 

富士見市子どもフェスティバル開催事業補助金交付要綱 

 

交付予定金額 2,567,000円 

補助対象事業 富士見市子どもフェスティバルを開催する事業 

補助対象経費 報償費 講師謝礼、ボランティア謝礼、事業協力者謝礼 

旅費 交通費 

消耗品費 事務用品代、紙代 

食糧費 お茶代、1日単位又は午前から午後にわたり事業に

従事するボランティアの弁当代 

印刷製本費 ちらし、ポスター等の印刷代 

役務費 郵便料金 

委託料 会場設営委託料、警備委託料 

使用料・賃借料 会場使用料、コピー代 

原材料費 補修用材料費 

その他これら

に類する経費 

補助対象事業の実施上必要な経費で、社会通念上適

切であると認められるもの 

参考 

交付実績 令和 7年度 2,567,000円（確定）、令和 6年度 2,567,000円（確定） 

交付の成果 
子どもたちに異世代との交流の場を設けられた。また、ふるさとへの

愛着を持てるお祭りとすることができた。 

 

 

（１１）水子貝塚星空シアター補助金【水子貝塚資料館】 

交付目的 国指定史跡である水子貝塚の魅力を広める機会とするとともに、郷

土文化を醸成する場とすることを目的とした水子貝塚星空シアター

を開催するために組織する水子貝塚星空シアター実行委員会に対

し、補助金を交付する 

交付先 水子貝塚星空シアター実行委員会 

交付の根拠となる

法令・条例・要綱等 

水子貝塚星空シアター開催事業補助金交付要綱 

交付予定金額 1,398,000円 

補助対象事業 水子貝塚星空シアターを開催する事業 
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補助対象経費 報償費 事業協力者謝礼 

委託料 会場設営等委託料（舞台、スクリーン、テント、机、

イス等）、駐車場警備委託料 

使用料・賃借料 映像ソフト、映写機等賃借料（出張映写費を含む。） 

その他これら

に類する経費 

補助対象事業の実施上必要な経費で、社会通念上適

切であると認められるもの 

参考 

交付実績 令和 7年度 1,375,559円（確定）、令和 6年度 1,398,000円（確定） 

交付の成果 

令和 7 年度は９月６日（土）に開催。昨年の 3,300 人から約 700 人

増加の 4,000人の参加者があった。地域の幼稚園、保育園、諸団体の

参加・協力を得て事業を成功させることができた。 

 国指定史跡・水子貝塚の魅力を広め郷土文化を醸成する場として、

また地域の住民が交流する場として、この公園で親睦を深めた。 

 

 

（１２）難波田城公園活用推進協議会補助金【難波田城資料館】 

交付目的 県指定旧跡である難波田氏館跡の魅力を広めるとともに、難波田城

公園の活用を通して郷土文化の醸成及び地域の発展を目的として組

織する難波田城公園活用推進協議会に対し、補助金を交付する 

交付先 難波田城公園活用推進協議会 

交付の根拠となる

法令・条例・要綱等 

難波田城公園活用推進協議会補助金交付要綱 

交付予定金額 267,000円 

補助対象事業 （1）難波田城公園まつりの開催に関する事業 

（2）古民家コンサートの開催に関する事業 

（3）その他目的を達成するために必要な事業 

補助対象経費 報償費 出演料、事業協力者謝礼 

消耗品費 事務用品代、紙代 

役務費 郵便料金、保険料 

委託料 交通警備委託料 

その他これら

に類する経費 

補助対象事業の実施上必要な経費で、社会通念上適

切であると認められるもの 

参考 

交付実績 令和 7年度 267,000円（未確定）、令和 6年度 267,000円 

交付の成果 
令和 6 年度：難波田城公園まつり及び古民家コンサートを実施し、

難波田城公園の活性化及び周辺地域の活性化に努めた。 

 


